
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
三
百
三
十
二
号

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平

成
五
年
郵
政
省
告
示
第
二
百
五
十
号
（
自
動
識
別
装
置
を
装
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
、
携

帯
移
動
業
務
の
無
線
局
及
び
簡
易
無
線
局
並
び
に
そ
の
自
動
識
別
装
置
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
五
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、

こ
れ
を
削
る
。



二
頁

改

正

後

改

正

前

一

自
動
識
別
装
置
を
装
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
、
携
帯
移
動
業
務
の
無
線
局
及
び

一

［
同
上
］

簡
易
無
線
局
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
１

略
］

［
１

同
上
］

２

一
五
〇

帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易
無
線
局(

実
数
零
点
単
側
波
帯
変
調
方
式
及
び
狭
帯
域

２

一
五
〇

帯
及
び
四
〇
〇

帯
の
周
波
数(

次
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。)

の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易

MHz

MHz

MHz

デ
ジ
タ
ル
通
信
方
式
の
も
の
を
除
く
。)

無
線
局(

実
数
零
点
単
側
波
帯
変
調
方
式
及
び
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
通
信
方
式
の
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て

同
じ
。)

［
削
る
］

３

三
四
七
・
七

を
超
え
三
五
一
・
九

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易
無
線
局

MHz

MHz

［
二

略
］

［
二

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。




